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④ 受講者選考・決定
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⑤ 受講あっせん

※ 公 共 職 業 訓 練 を受 講 してい る方 も、要 件 に

該 当 す れ ば 訓 練 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 を

受 け ることが できます 。

※ 雇 用 保 険 を受 給 して い る方 が 基 金 訓 練 を受

講 す る場 合 に は 、訓 練 延 長 給 付 の 対 象 とは

な りませ ん 。この 場 合 、雇 用 保 険 の 受 給 が

終 了 後 、1～ 7の 要 件 に合 致 す れ ば 、訓 練

生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 を受 けることが でき

ます 。
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